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会計・各種行政委員会    
１ 会計 

会計では、収入事務、支出事務、支払命令書の審査、現金、有価証券等の出納・保管、決算の調製等

の事務を行っている。 

指定金融機関等の状況 

  市の公金の収納及び支払いの事務を取り扱わせるため、議会の議決を経て、指定金融機関を指定して

いる。なお、この事務の一部を取り扱わせるため、指定代理金融機関、収納代理金融機関を指定してい

る。 

 

(1) 指定金融機関 ㈱三井住友銀行（令和７年１０月１日現在） 

※ ㈱三井住友銀行と㈱りそな銀行の２行で、毎年１０月１日付で交替する。 

 

(2) 指定代理金融機関 ㈱りそな銀行（令和７年１０月１日現在） 

  ※ ㈱三井住友銀行と㈱りそな銀行との２行で、指定金融機関でない期間は指定代理金融機関となる。 

 

 

２ 農業委員会 

農業委員会は、農業委員１４人及び農地利用最適化推進委員７人の計２１人により構成され、「かけが

えのない農地と担い手を守り、力強い農業をつくるかけ橋」を組織理念として、「農地法等の農地行政の

執行」「地域農業の振興」「農業者の公的代表」という基本的な役割を担っている。 

具体的な業務として、農地の確保と有効利用のための農地法等に基づく法令業務の執行、遊休農地の

発生防止・解消、農地情報の管理・提供、認定農業者等の経営体への農地利用集積、経営改善の支援、

農業・農業者に関する情報提供、農業者の公的代表としての意見の公表、市長への農業施策に関する意

見の提出、農林業祭への参画などの活動を通じ、本市農業の発展に努めている。 
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３ 選挙管理委員会 

  昭和２１年、府県制・市制・町村制の一部改正により府県及び市町村議会議員選挙管理委員会が設 

置されることになり、高槻市議会議員選挙管理委員会が発足、昭和２２年、地方自治法の制定に伴い、 

 名称は高槻市選挙管理委員会となり現在に至っている。なお、昭和２１年の委員会発足時においては 

 事務局としての独立の機構は持たず、市長部局の職員が補助職員として事務を執行してきたが、昭和 

 ３４年２月１日に独立した事務局が設置された。 

(1) 選挙管理委員会委員        （任期 令和6年12月23日～令和10年12月22日） 

職      名 氏     名 住        所 

委  員  長 福井 浩二 高槻市東和町 

委 員 長 代 理 森田 克行 高槻市庄所町 

委     員  奥田 美智子 高槻市富田町一丁目 

〃  髙井 伊知子 高槻市富田町五丁目 

補  充  員 津田 泰史 高槻市南松原町 

〃 大西 道明 高槻市奥天神町一丁目 

〃 能村 昌人 高槻市氷室町一丁目 

〃  中村 利久子 高槻市上本町 

 

(2) 選挙の執行状況（過去３回分） 

① 市長選挙 

執 行 

年月日 

選 挙 当 日 有 権 者 数  投  票  者  数 投   票   率 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

令和5年4月23日 
人 

136,971 
人 

154,322 
人 

291,293 
人 

67,936 
人 

80,384 
人 

148,320 
％ 

49.60 
％ 

52.09 
％ 

50.92 

平成31年4月21日 

（無投票） 
138,458 154,889 293,347 － － － － － － 

平成27年4月26日 134,841 150,714 285,555 63,924 73,108 137,032 47.41 48.51 47.99 

② 市議会議員選挙 

執 行 

年月日 

選 挙 当 日 有 権 者 数  投  票  者  数 投   票   率 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

令和5年4月23日 
人 

136,971 
人 

154,322 
人 

291,293 
人 

67,937 
人 

80,390 
人 

148,327 
％ 

49.60 
％ 

52.09 
％ 

50.92 

平成31年4月21日 138,458 154,889 293,347 62,762 71,431 134,193 45.33 46.12 45.75 

平成27年4月26日 134,841 150,714 285,555 63,964 73,111 137,075 47.44 48.51 48.00 
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(3) 選挙人名簿の定時登録者数（投票区別登録者数）     （令和７年９月定時登録現在） 

男女別 

投票区・投票所別 
男 女 計 

男女別 

投票区・投票所別 
男 女 計 

 1 高 槻 小 学 校 1,861  2,099  3,960  36 第 九 中 学 校 1,828  2,163  3,991  

 2 松 原 幼 稚 園 2,844  3,378  6,222  37 淀の原町公民館 2,036  2,372  4,408  

 3 第 六 中 学 校 2,383  2,633  5,016  38 柳 川 小 学 校 2,721  3,098  5,819  

 4 城 内 公 民 館 1,592  1,829  3,421  39 玉川橋団地第２集会所 1,372  1,517  2,889  

 5 子育て総合支援センター 1,722  2,065  3,787  40 市 役 所 3,112  3,481  6,593  

 6 住民会館まきたセンター 1,302  1,427  2,729  41 大冠北第２コミュニティセンター 2,958  3,489  6,447  

 7 土 室 小 学 校 2,168  2,416  4,584  42 西大冠コミュニティセンター 2,838  3,144  5,982  

 8 芥 川 小 学 校 2,776  3,188  5,964  43 竹の内小学校 2,897  3,056  5,953  

 9 芥 川 公 民 館 1,777  1,937  3,714  44 柱 本 小 学 校 1,678  1,923  3,601  

10 川 西 小 学 校 1,950  2,160  4,110  45 津之江小学校 2,314  2,489  4,803  

11 磐 手 公 民 館 3,145  3,507  6,652  46 冠コミュニティセンター 2,856  3,102  5,958  

12 古曽部町自治会館 2,336  2,610  4,946  47 北清水小学校 1,433  1,687  3,120  

13 成 合 公 民 館 263  278  541  48 真 上 公 民 館 2,764  3,162  5,926  

14 川久保交流センター 17  28  45  49 郡 家 小 学 校 3,372  3,812  7,184  

15 清水コミュニティセンター 2,417  2,825  5,242  50 寿栄コミュニティセンター 1,474  1,658  3,132  

16 原 公 民 館 465  492  957  51 赤大路小学校 2,645  3,004  5,649  

17 萩 谷 公 民 館 71  63  134  52 庄所コミュニティセンター 2,256  2,485  4,741  

18 如 是 公 民 館 2,789  3,021  5,810  53 南平台小学校 2,153  2,595  4,748  

19 第 三 中 学 校 2,495  3,175  5,670  54 芝 谷 中 学 校 2,251  2,666  4,917  

20 桜ケ丘公民館 1,003  1,168  2,171  55 日吉台公民館 1,896  2,185  4,081  

21 第 四 中 学 校 3,310  3,704  7,014  56 芝 生 幼 稚 園 3,405  3,576  6,981  

22 阿武野小学校 2,988  3,146  6,134  57 大 冠 小 学 校 1,554  1,939  3,493  

23 春日ふれあい文化センター 1,738  1,938  3,676  58 玉川牧田コミュニティセンター 1,176  1,470  2,646  

24 桜 台 小 学 校 2,693  3,127  5,820  59 阿武山小学校 2,028  2,344  4,372  

25 南大冠小学校 3,280  3,794  7,074  60 山手町公民館 1,459  1,642  3,101  

26 五 領 小 学 校 2,705  2,974  5,679  61 安岡寺小学校 1,551  1,854  3,405  

27 五 領 中 学 校 518  609  1,127  62 堤運動広場体育館 1,246  1,507  2,753  

28 三 箇 牧 支 所 626  688  1,314  63 寿 町 公 民 館 1,968  2,206  4,174  

29 唐 崎 公 民 館 1,064  1,091  2,155  64 津 之 江 会 館 1,691  1,785  3,476  

30 富 田 小 学 校 1,639  1,751  3,390  65 北清水公民館 1,371  1,646  3,017  

31 総持寺団地集会所 662  816  1,478  66 真 上 小 学 校 1,641  1,772  3,413  

32 富 田 支 所 1,404  1,493  2,897  67 阿武山中学校 1,764  1,946  3,710  

33 樫 田 支 所 146  171  317  68 旧天神山図書館 2,044  2,290  4,334  

34 第 二 中 学 校 1,851  2,112  3,963  69 西阿武野コミュニティセンター 2,205  2,374  4,579  

35 日吉台小学校 2,783  3,133  5,916  70 関西大学高槻ﾐｭｰｽﾞｷｬﾝﾊﾟｽ 1,741  2,171  3,912  

 合    計 136,481  154,456  290,937  

※投票所は令和７年執行参議院議員通常選挙で設置した場所です。 
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４ 監 査 委 員 

  監査委員は、地方公共団体が必ず設置しなければならない執行機関の一つで、その地位は、いわゆる

行政委員会としての性格を有し、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を基本的な

職務とする地方公共団体の独任制の機関である。 

 

(1) 監 査 委 員 

氏    名 住     所 任   期 選 任 区 分 

齋 藤 卓 夫 高槻市氷室町四丁目 令 5. 7.12～令 9. 7.11 
識 見 を 有 す る 者 

（ 代 表 ・ 常 勤 ） 

重 谷 芳 人 高槻市大畑町 令 6. 7. 6～令 10. 7. 5 識 見 を 有 す る 者 

畑 山 和 幸 長岡京市梅が丘二丁目 令 7. 5.20～令 11. 5.19 識 見 を 有 す る 者 

真 鍋 宗一郎  高槻市城西町 令 7. 5.14～議員任期中 議 会 選 出 

 

(2) 監査等の執行状況 

① 定期監査   部等を単位として、令和６年８月２１日から令和７年２月２７日までの間に８部局等

について実施した。 

② 現金取扱監査 令和７年２月５日から２月１４日までの間に、定期監査対象以外の課等のうち、現金

の取扱いがある課等から１１課等を抽出して実施した。 

③ 工事監査   令和６年９月１７日から令和７年３月３日までの間に、主要工事の中から監査対象工

事を４件抽出して実施した。 

④ 財政援助団体等監査 

         財政援助団体等のうち、市が公の施設の管理を行わせている指定管理者について、令

和６年８月２３日から１２月２日までの間に、３施設の指定管理者を選定して実施し

た。          

           

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 決算等審査  令和５年度の決算等を次のとおり審査した。 

 ア 一般会計・特別会計（５会計）決算及び基金運用状況 

   令和６年６月２６日から８月９日まで審査し、８月１５日に意見書を提出した。 

イ 公営企業会計（下水道等事業会計、自動車運送事業会計及び水道事業会計）決算 

   令和６年４月２５日から８月９日まで審査し、８月１５日に意見書を提出した。 

⑥ 健全化判断比率等審査 

令和５年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率について、令和６年７月

指 定 管 理 者 名 施 設 名 所 管 部 

㈱高浄 上牧駅自転車駐車場 都市創造部 

高槻都市開発グループ 前島熱利用センター 市民生活環境部 

㈱エヌ・エス・アイ 三菱電機ビルソリュ

ーションズ㈱ ㈱入谷商会 共同企業体 
番田熱利用センター 都市創造部 
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１７日から８月９日まで審査し、８月１５日に意見書を提出した。 

⑦ 例月出納検査 一般会計・特別会計、下水道等事業会計、自動車運送事業会計及び水道事業会計につ

いて、１２回実施した。 

⑧ 住民監査請求 ５件の住民監査請求が提出され、２件を受理した。受理した住民監査請求については、

監査結果を公表した。 

 ※ ①、②、③、④については、令和７年４月４日に結果報告書を提出し、公表した。 

 

５ 公平委員会 

  地方公務員法によって、職員に与えられた利益の保護と、公正な人事権の行使を保障することを主な

目的とした準司法的な行政委員会であり、委員３人で構成されている。 

 

(1) 公平委員                       

職    名 氏  名 任         期 

委 員 長 西 島  雄 三 令4．12．26～令8．12．25 

委    員 永 井  一 弘 令6． 7．12～令10．7．11 

委    員 土 屋  隆一郎 令4． 4． 1～令8． 3．31 

 

(2) 事務内容 

ア 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、必要な措置をとる

こと。 

イ 職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決をすること。 

ウ 管理職員等の範囲を規則で定めること。 

エ 職員団体の登録に関する事務を処理すること。 

オ 職員の苦情の処理に関する事務を処理すること。 

カ その他法律に基づきその権限に属する事務を処理すること。 

 

(3) 委員会開催回数（令和６年度）   ５回 

 

(4) 規則制定・改廃件数（令和６年度） １件 

 

(5) 職員団体の登録に関する事務（令和６年度） 

   職員団体登録事項に係る変更登録   ８件 

 

 

６ 固定資産評価審査委員会 

固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために 
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設置されている行政委員会であり、委員３人で構成されている。 

   

(1) 委員会開催回数（令和６年度）       ８回 

 

(2) 審査申出者数（令和６年度）        ３人 

 

(3) 審査申出処理状況（令和６年度） 

区  分 

審 査 

申 出 

件 数 

審 査 決 定 件 数 

取下げ 

※審 査 

未決定 

件 数 

容  認 
却  下 棄  却 

一 部 全 部 

土  地 
件 

1  

件 

0  

件 

0  

件 

0  

件 

0  

件 

0  

件 

1  

家  屋 2  0  0  0  2  0  0  

償却資産 0  0  0  0  0  0  0  

 計 3  0  0  0  2  0  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


